
 

 

 

 

※「らぼら」では、毎号ボランティアセンターに登録しているボランティアグループの紹介をしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ちくちくの会＞ 

 

 

 

 

 

 

☆「らぼら」とは、ラボ（研究所）とボラ（ボランティア）をつなげた造語です。 
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＜綾瀬市拡大写本奉仕会ほたるの会＞ 

 

 

 

 
 

 
 

視力に障がいのある場合、小さい文字を読

むのが困難な事があります。 

このような弱視の方や、高齢により視力が

衰えた方のために、文字を大きく書き直すこ

とを「拡大写本」といいます。 

『大きな文字の本がほしい』という願いに

応えて私たち「ほたるの会」は平成３年創立

以来、小・中学校の教科書の拡大本作製を中

心に活動しています。 

また、高齢者の方の依頼を受けて歌詞や自

作の俳句集などを作製して喜んでいただいて

います。 

 

「ちくちくの会」は社協の講座を受け、その

後有志でサークルをたちあげ、２０年細く長く

活動しております。布絵本や布おもちゃの作品

づくりをして布の暖かさや手作りのぬくもりを

子供からお年寄りまで伝え楽しんでいただいて

います。展示会や講習会をして活動を広げてお

ります。今夏はちくちくジュニアとして小学生

に布おもちゃづくりボランティア活動も始めま

した。写真の素晴らしい作品ができました。今

後も楽しく繋げたいです。 

 

＜綾瀬市はり灸マッサージ師会＞ 
主な活動は、あやせ福祉ふれあいまつりへの

参加、市内障害者施設でのケア活動、綾瀬市ボ

ランティア連絡協議会下での活動をおこなって

おります。 

 市内の障害者施設からは多くの教示とご理解

を頂いております。 

職員の方が入居されている方と同じ目線で仕

事をされている。食事提供を工夫され“食”を

大事にされている。入居者の方々が食事を楽し

みにされている。施設の方々より“東洋医学”

に大きな理解と後押しを頂いている。 

 



３ 平成３０年度ボランティア保険の改定について 

   

１ ボランティア入門講座 

            (1) 日 時 平成３０年２月７日（水）午後１０時から１２時まで 

            (2) 場 所 綾瀬市保健福祉プラザ内 会議室 

(3) 内 容 ボランティアに興味がある方、ボランティアをやってみたいけど、 

何をしたらいいのか分からない方のための講座です。是非、参加をお待ちし

ております。 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ボランティアなんでもさろん 

                   (1) 日 時 平成３０年３月１４日（水）午後２時から４時まで 

                   (2) 場 所 綾瀬市保健福祉プラザ内 多目的室４ 

                   (3）内 容 ボランティア同士の交流やボランティアに興味のある

方もご参加ください。さろんでは、脳トレ、囲碁、将棋、雑巾

縫い、ボックス作成など様々なコーナーを用意しています。ま

た、お茶を飲んだり、ゆっくり話せる場も用意してありますの

で、皆さまのご参加をお待ちしております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ボランティア活動保険 

 ア ※昨年度、同様に変更ありません。 

          (2) ボランティア行事用保険 

           イ Ｂプラン（宿泊を伴う行事）改定 

             平成３０年度より、全プランに熱中症の補償が追加されます。

これにともない、保険料の改定があります。 

※Ａ、Ｃプランについては保険料の改定はありません。 

 

✿ボランティアセンターからのお知らせ✿ 

保険申込料の窓口受付の開始について 

保険料の支払いについて、平成３０年２月１日から、社会福祉協議会窓口での受付が可能となりま

す。社協窓口支払いの対象は、ボランティア「活動保険のみ」です。ボランティア行事用保険について

は、直接金融機関へお振り込みをお願いします。 

 なお、保険適用日は、年度前であれば４月１日から、年度途中であれば保険料をお支払いいただいた

日の翌日午前０時からです。 

※窓口ではおつりの用意がありません。おつりがないようにご用意いただくようお願いします。 

 

 


